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第24回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第24回定時株主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容であ
る情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとってお
り、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださ
いますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、最上部のメニューより
「IR」を選択いただき、ご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社
名）」に「ＲＰＡホールディングス」又は「コード」に当社証
券コード「6572」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR
情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通
知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
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　なお、本株主総会は、産業競争力強化法等の一部を改正する等

の法律（令和３年法律第70号）第66条第1項および当社定款第13条

第２項に基づき、場所の定めのない株主総会（以下、「バーチャ

ルオンリー株主総会」といいます。）といたします。本株主総会

には、株主の皆様が実際にご来場いただける会場はございません

ので、オンラインでご出席くださいますようお願い申し上げま

す。なお、ご出席いただくために必要となるウェブサイトのURL、

アクセス方法、お手続き方法等の詳細は、５頁以降の「株主総会

インターネット参加のご案内」をご確認ください。

　当日ご出席されない場合、あるいはご出席される予定でも通信

障害等に備え、お手数ながら電子提供措置事項をご検討のうえ、

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に賛否をご

表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト

（https://evote.tr.mufg.jp/）において賛否を入力されるか、い

ずれかの方法により、2023年５月25日（木曜日）午後６時までに

到着するよう議決権を行使していただきますようお願い申し上げ

ます。

敬　具
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１．日 時 2023年５月26日（金曜日）午前10時00分
※ 当日ライブ視聴画面は、開始時刻30分前頃よりアクセス

可能となります。
※ 通信障害等により本株主総会を上記日時で開催すること

が困難となった場合の予備日は、2023年５月30日（火曜
日）午前10時といたします。本株主総会を予備日に開催
す る 場 合 は 、 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （https://rpa-
holdings.com/）において、2023年５月29日（月曜日）
午前10時までにお知らせいたします。

２．場 所 場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）
といたします。
※ 完全オンラインにて開催するため、株主の皆様が実際に

ご来場いただける会場はございません。
※ 当社所定の株主総会オンラインサイト「Engagement 

Portal」（https://engagement-portal.tr.mufg.jp）を
通じてご出席ください。ご出席いただくために必要とな
る当該ウェブサイトのURL、アクセス方法、お手続き方
法等の詳細は、５頁以降の「株主総会インターネット参
加のご案内」をご確認ください。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第24期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連
結計算書類監査結果報告の件

２. 第24期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

記

以　上

◎ 通信障害等により、本株主総会の議事に著しい支障が生じる場合は、議長が
本株主総会の延期または続行を決定することができることとするため、その
旨の決議を本株主総会の冒頭において行うことといたします。当該決議に基
づき、議長が延期または続行の決定を行った場合には、前述の予備日である
2023年５月30日（火曜日）午前10時より、本株主総会の延会または継続会を
開催いたします。その場合は、速やかに上記の当社ウェブサイトでお知らせ
いたしますので、５頁以降の「株主総会インターネット参加のご案内」に従
ってお手続きのうえ、本株主総会の延会または継続会にご出席くださいます
ようお願い申し上げます。

◎ 本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法は、インターネ
ットによるものとします。

◎ 書面またはインターネットにより事前に議決権をご行使された株主様が本株
主総会に出席し、重複して議決権をご行使された場合は、本株主総会におい
てご行使された内容を有効なものとして取り扱います。本株主総会において
議決権をご行使されなかった場合は、書面またはインターネットにより事前
にご行使された内容を有効なものとして取り扱います。詳細につきまして
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は、７頁に記載の「５．議決権行使について」をご確認ください。
◎ ご返送いただいた議決権行使書において、議案につき賛否の表示をされない

場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、その旨、修正前及び修正後の事項

をインターネット上の前記の電子提供措置をとっている各ウェブサイトに掲
載させていただきます。

◎ 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面を
あわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条第２項
の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

①　新株予約権等の状況
②　事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状

況」「剰余金の配当等の決定に関する方針」
③　連結計算書類の「連結注記表」
④　計算書類の「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算
書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成する
に際して監査をした対象書類の一部であります。
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＜株主総会インターネット参加のご案内＞

当日の株主総会にご自宅等からでもご出席いただけるよう、以下のとおりウェブ

サイトを活用したバーチャルオンリー株主総会を開催いたします。

以下にご案内する方法により、株主総会当日にオンラインでご出席いただくこと

により、議事進行の様子をライブ配信でご視聴いただけるとともに、ご質問、動

議の提出および議決権行使を行っていただくことができます。

１．バーチャルオンリー株主総会開催日時

2023年５月26日（金曜日）　午前10時～株主総会終了時刻まで

※当日ライブ視聴画面は、開始時刻30分前頃よりアクセス可能となります。

※通信障害等により、ライブ配信が実施できなくなる可能性がございます。配

信可否、状況等につきましては、随時当社ウェブサイト（https://rpa-

holdings.com/）によりご案内させていただきます。

２．株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のログイン方法

ご使用の端末によって以下のいずれかの方法でログインしてください。

（１）スマートフォン・タブレットからログインする場合

本招集ご通知とあわせてお送りする「株主総会オンラインサイト

『Engagement Portal』のご案内」に印字されたQRコードをスマートフォン

等で読み取ってください。

「ログインID」と「パスワード」の入力を省略してログインいただくことが

可能です。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

（２）パソコンからログインする場合

URL：https://engagement-portal.tr.mufg.jp/

① 上記URLにアクセスしていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする

「株主総会オンラインサイト『Engagement Portal』のご案内」に記載

のログインIDとパスワードを入力してください。

② 利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックしてくださ

い。

③ 「ログイン」ボタンをクリックしてください。
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３．株主総会ライブ配信の視聴について

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」にログイン後、以下の手順

でご利用ください。

※当日ライブ視聴画面は、開始時刻30分前頃より アクセス可能となります。

※なお、株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」内にて視聴環境の

テストを事前に行っていただけます。ご活用ください。

① ログイン後の画面に表示されている「当日ライブ視聴」ボタンをクリッ

クしてください。

② 当日ライブ視聴等に関するご利用規約をご確認の上、「利用規約に同意

する」にチェックし、「視聴する」ボタンをクリックしてください。

４．事前質問について

（１）受付期間

2023年５月10日（水曜日）午前10時～2023年５月19日（金曜日）午後４時ま

で

（２）質問方法

① ログイン後の画面に表示されている「事前質問ページ」をクリックし、

表示されたURLから事前質問受付フォームに遷移してください。

② テキストにてご質問内容等を入力してください。

③ ご入力内容をご確認後、「送信」ボタンをクリックしてください。

※ご質問は、本株主総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。

※ご質問は、お一人様につき２問以内とさせていただきます。

※ご質問は、200文字以内でお願い申し上げます。

※いただきましたご質問のうち、株主の皆様のご関心が高いと思われるもの

について、本株主総会当日に回答させていただき、その他の質問について

は、本株主総会終了後に当社ウェブサイト等に回答を掲載させていただく

予定です。

※事前質問の全てに回答することをお約束するものではありません。また、

個別の対応はいたしかねますので併せてご了承ください。
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事前行使 本株主総会当日 議決権行使の取扱い

事前行使をした
議決権行使をした 当日の議決権行使が有効（事前行使無効）

議決権行使をしなかった 事前の議決権行使が有効

事前行使をして

いない

議決権行使をした 当日の議決権行使が有効

議決権行使をしなかった 不行使

５．議決権行使について

書面またはインターネットによる事前の議決権行使のほか、当日ライブ視聴画

面内より、議決権をご行使いただけます。なお、本株主総会における議決権行

使のお取扱いは次のとおりといたします。

※賛否の意思表示をされなかった議案は、事前行使があったものも含め、棄権

とお取扱いいたします。

６．当日のご質問・動議について

当日ライブ視聴画面内より、テキストメッセージを送信いただく形でご質問等

を行うことが可能です。

※ご質問は本株主総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。

※ご質問は、お一人様につき２問以内としたくご協力をお願い申し上げます。

※ご質問等は200文字以内でお願い申し上げます。

※複数の株主様から同様のご質問があった場合は、まとめて回答させていただ

くことがございます。

※回答できなかったご質問は、当社ウェブサイトにて回答を掲載させていただ

く予定です。

※全てのご質問に必ず回答することをお約束するものではありません。また、

個別の対応はいたしかねますので併せてご了承ください。
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７．本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害に関

する対策についての方針の内容

当社では、本株主総会に係る通信障害対策について、以下の方針を策定してお

ります。

（１）本株主総会に使用する通信システムは、通信障害対策についての方針を

策定しております。

（２）固定の主回線とは別に、副回線及び予備回線としてモバイル回線を用意

いたします。

（３）通信障害に備えるため、「バーチャルオンリー株主総会用リスク管理マ

ニュアル」を新たに作成し、不測の事態の対応できるよう万全の体制を

構築しております。

（４）本株主総会において通信障害により議事に著しい支障が生じる場合に

は、議長が延期・続行を決定することができる旨の議長一任決議につい

て諮ることとします。

８．本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインター

ネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについ

ての方針の内容

当社では、本株主総会開催にあたり、諸般の事情によりインターネットのご使

用に支障がある株主様の利益確保への配慮についての方針を策定しておりま

す。その概要は以下のとおりです。

（１）当社では、インターネットのご使用に支障のある株主様を含めすべての

株主様に書面による事前の議決権行使を推奨いたします。

（２）本株主総会へのアクセスを容易にするためQRコードを採用いたします。
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９．注意事項

（１）ご使用の端末（機種、性能等）やインターネットの接続環境（回線状

況、接続速度等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がございま

す。通信障害等により株主様が被った不利益に関しては、当社では一切

の責任を負いかねますのでご了承ください。また、通信障害等に備え、

事前の議決権行使をお願い申し上げます。

（２）ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。

（３）本招集ご通知とあわせてお送りする「株主総会オンラインサイト

『Engagement Portal』のご案内」を紛失された場合、次頁記載のお問

い合わせ先にて、再発行が可能です。ただし、株主総会開催日の約１週

間前を経過した場合等、お問い合わせをいただきましたタイミングによ

っては再発行をお受けできない場合がございますのでご了承ください。

（４）株主総会オンラインサイトの対応言語は、日本語のみとなります。

（５）SNSへの公開等、本株主総会のライブ配信映像の二次利用は、固くお断

りさせていただきます。
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PC モバイル

Windows Macintosh iPad iPhone Android

OS Windows 10以降

MacOS X

10.13(High 

Sierra) 以

降

iPadOS 

14.0以降

iOS 14.0

以降

Android 

9.0以降

ブラウザ

Google 

Chrome、

Microsoft 

Edge(Chromium)

Safari、

Google 

Chrome

Safari Safari
Google 

Chrome

株主総会オンラインサイトに関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

・電話　0120-676-808（通話料無料）

・受付時間　土日祝日等を除く平日午前９時～午後５時および

　　　　株主総会当日の午前９時～株主総会終了まで

【推奨環境】

　株主総会オンラインサイトの推奨環境は以下のとおりです。

　なお、Internet Explorerはご利用いただけませんので以下ブラウザをご利用

ください。

　※上記環境においても通信環境や端末により正常に動作しない場合がございま

す。
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＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、

行使していただきますようお願い申し上げます。

　当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権

行使のお手続きはいずれも不要です。

記

１．議決権行使サイトについて

（１）インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンか

ら当社の指定する議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）

にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、

毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）

（２）インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、ア

ンチウイルスソフトを設定されている場合、TLS暗号化通信を指定され

ていない場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネ

ット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

（３）インターネットによる議決権行使は、2023年５月25日（木曜日）の午後

６時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明

な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について

（１）パソコンによる方法

・議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）において、議決権

行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利

用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権

行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使

サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますので

ご了承ください。

・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」

をご通知いたします。
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インターネットによる議決権行使システムに関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

・電話　0120-173-027（通話料無料）

・受付時間　午前９時～午後９時

（２）スマートフォンによる方法

・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォン

により読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権

行使を行うことが可能です。

　（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）

・スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来ない場合があ

ります。QRコードでのログインが出来ない場合には、上記２．（１）

パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

（１）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、イン

ターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただ

きますのでご了承ください。

（２）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後

に行使された内容を有効とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続

料金等）は、株主様のご負担となります。

以　上
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( 2022年３月１日から
2023年２月28日まで )

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度における我が国の経済状況は、新型コロナウイルス感染

症による感染者数の増加の影響を受けつつも徐々に経済社会活動の制限が

緩和され、景気は持ち直しの兆しがみられました。一方で、ウクライナ情

勢の長期化に伴う原油をはじめとした原材料価格の高騰や世界的な金融引

き締めによる急激な為替変動など、国内景気や企業収益に与える影響につ

いては依然として先行き不透明な状況です。

　こうした環境の中で、当社グループはロボットアウトソーシング事業、

ロボットトランスフォーメーション事業の両事業ともに、既存顧客の継

続・拡大、及び新規顧客の獲得に注力しました。さらに、新規事業である

RaaS事業の立ち上げに向けた先行投資を行いました。

　その結果、当連結会計年度の売上高は5,957百万円（前連結会計年度比

0.9%増）、営業利益は305百万円（前連結会計年度比13.8%減）、経常利益

は80百万円（前連結会計年度比73.1%減）、親会社株主に帰属する当期純

利益は64百万円（前連結会計年度は1,186百万円の親会社株主に帰属する

当期純損失）となりました。

　なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３

月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しています。また、当該会計

基準等の適用については、「収益認識に関する会計基準」第84項に定める

原則的な取扱いに従い、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連

結会計年度との比較・分析を行っています。
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　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

ロボットアウトソーシング事業

　ロボットアウトソーシング事業においては、「BizRobo!Basic」、

「BizRobo!Lite」、「BizRobo!mini」ともに導入企業が拡大し、ストック

型のライセンス収入が伸長しました。また、将来の成長に向けたマーケテ

ィングや人材採用を中心とした先行投資を行いました。

　その結果、ロボットアウトソーシング事業では、売上高は3,511百万円

（前連結会計年度比4.0%増）、セグメント利益（営業利益）は491百万円

（前連結会計年度比26.1%減）となりました。

ロボットトランスフォーメーション事業

　ロボットトランスフォーメーション事業においては、人材カテゴリ、及

び新規参入分野の取扱高が伸長しました。一方で前年発生した一部プログ

ラムのキャンペーン案件が終了したことで、売上高は減収となりました。

　その結果、ロボットトランスフォーメーション事業では、売上高は

1,645百万円（前連結会計年度比18.5%減）、セグメント利益（営業利益）

は380百万円（前連結会計年度比3.5%減）となりました。

RaaS事業

　RaaS事業においては、「RoboRoboコンプライアンスチェック」の有料課

金ユーザーが増加し、リカーリングレベニューが増加しました。また、引

き続きプロダクト開発を中心とした先行投資を行いました。

　その結果、RaaS事業では、売上高は428百万円（前連結会計年度比

113.3%増）、セグメント損失（営業損失）は231百万円（前連結会計年度

は244百万円のセグメント損失）となりました。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の

総額は402百万円で、その主なものは、ロボットアウトソーシング事業等

にかかるソフトウェアの取得によるものであります。

　なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
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③ 資金調達の状況

　当連結会計年度中に、新規事業の推進及び必要運転資金として、第４回

無担保社債及び第５回無担保社債の発行により800百万円の調達を行いま

した。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　重要な事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　重要な事項はありません。

区 分
第 21 期
(2020年２月期)

第 22 期
(2021年２月期)

第 23 期
(2022年２月期)

第 24 期
(当連結会計年度)
(2023年２月期)

売 上 高 (千円) 6,283,500 6,013,170 5,904,674 5,957,823

経 常 利 益 (千円) 316,192 538,970 300,188 80,603

親会社株主に帰属
する当期純利益又は
親会社株主に帰属す
る当期純損失（△）

(千円) △48,527 38,068 △1,186,603 64,519

１株当たり当期純利益
又 は 1 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) △0.86 0.65 △19.36 1.06

総 資 産 (千円) 18,028,202 18,538,980 17,720,933 18,467,569

純 資 産 (千円) 13,020,861 13,073,210 11,600,485 11,514,940

１株当たり純資産 (円) 223.03 223.02 189.92 189.75

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）１．2019年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま

すが、第21期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産及
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び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失を算定しております。

２．当連結会計年度より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　

2020年３月31日）等を適用しております。また、収益認識に関する会計基準等

の適用については、「収益認識に関する会計基準」第84項に定める原則的な取

扱いに従って当該会計基準等を過去の期間の全てに遡及適用しており、第21期

から第23期に係る各数値については、遡及適用後の数値で表示しております。
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区 分
第 21 期
(2020年２月期)

第 22 期
(2021年２月期)

第 23 期
(2022年２月期)

第 24 期
(当事業年度)
(2023年２月期)

売 上 高 (千円) 1,920,032 1,642,751 1,587,493 1,341,936

経 常 利 益 (千円) 935,602 738,548 679,940 359,042

当期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) 629,289 304,888 △1,464,078 △112,070

１株当たり当期純利益
又 は 1 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) 11.21 5.21 △23.88 △1.85

総 資 産 (千円) 16,480,872 16,708,209 15,336,229 15,270,028

純 資 産 (千円) 13,076,736 13,395,904 11,633,575 11,365,322

１株当たり純資産 (円) 223.99 228.52 190.66 187.56

② 当社の財産及び損益の状況

（注）１．2019年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま

すが、第21期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産及

び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失を算定しております。

２．当事業年度より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020

年３月31日）等を適用しております。また、収益認識に関する会計基準等の適

用については、「収益認識に関する会計基準」第84項に定める原則的な取扱い

に従って当該会計基準等を過去の期間の全てに遡及適用しており、第21期から

第23期に係る各数値については、遡及適用後の数値で表示しております。

会 社 名 資 本 金
当社の

議決権比率
主 要 な 事 業 内 容

ＲＰＡテクノロジー
ズ 株 式 会 社

30百万円 100.0％ ロボットアウトソーシング事業

株式会社セグメント 30 100.0
ロボットトランスフォーメーシ
ョン事業

株式会社ディレクト 9 100.0
ロボットトランスフォーメーシ
ョン事業

オープンアソシエイ
ツ 株 式 会 社

30 100.0 RaaS事業

リーグル株式会社 30 100.0 セールスアウトソーシング事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
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(4) 対処すべき課題

　当社グループが対処すべき主な課題は、以下の項目と認識しております。

① 事業基盤の強化

　当社グループの中核技術であるRPAは、市場の拡大に伴い日進月歩の進

化を遂げている技術であります。当社グループが持続的な成長を維持して

いくためには、常に最先端のRPA技術を発掘、開発し、技術基盤を確固た

るものにし続けていく必要があります。RPA技術を活用したビジネス領域

の拡大のために、最先端の人工知能やRPA技術、事業に対してライセンス

調達、資本業務提携等の戦略投資を積極的に行い、常に最先端のRPA技術

サービスの開発と提供を行い、事業展開を推進し、事業基盤の構築に努め

て参ります。

② Digital Laborを活用した新規事業創造

　持続可能な成長性を維持し企業価値を向上させるためには、新規事業創

造といったビジネス変革に対する取組みも重要であると認識しておりま

す。ロボットアウトソーシング事業で培ったDigital Laborの開発及び運

用能力を最大限に活用し、新規事業創造を推進して参ります。

③ RPAプラットフォームの構築

　当社グループでは、ロボットアウトソーシング事業の拡大に向けてRPA

に関する積極的な情報提供、啓蒙活動を行って参りました。RPAに関する

理解、普及を進め、当社グループが更なる成長を遂げるためには、RPAに

関する情報発信、Digital Laborを販売・購入できるプラットフォームの

提供が必要不可欠であると考えております。

　当社グループでは、この状況に対処するため、顧客企業がDigital 

Laborの構築や運用に関する情報を収集、RPA技術や人工知能技術を売買で

きるプラットフォームを整備する事により、当社グループの顧客基盤及び

収益機会の拡大に努めて参ります。

④ 人材の強化

　当社グループ事業の継続的な発展を実現するためには、人材の獲得及び

育成が重要であると考えております。当社グループのビジョンに共鳴する

人材を確保し、持続的な成長を支える人材を育成すべく採用活動及び研修

活動を強化して参ります。
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⑤ 社内管理体制の強化

　当社グループが、事業環境の変化に適応しつつ、持続的な成長を維持し

ていくためには、内部管理体制の強化も重要であると考えております。内

部統制の実効性を高めコーポレート・ガバナンスを充実していくことによ

り、リスク管理の徹底を図っていく所存であります。そのために、RPA技

術を活用した内部監視体制の構築に努めて参ります。

(5) 主要な事業内容（2023年２月28日現在）

　当社グループは、純粋持株会社であるＲＰＡホールディングス株式会社

（以下、当社）と、事業を担う連結子会社10社で構成されております。

　当社は持株会社として当社グループ全体の戦略策定の他、各関係会社に対

し、業務受託契約に基づく経営管理業務を行っております。

　ＲＰＡテクノロジーズ株式会社がロボットアウトソーシング事業、株式会

社セグメント及び株式会社ディレクトを中心とした連結子会社４社がロボッ

トトランスフォーメーション事業、オープンアソシエイツ株式会社を中心と

した連結子会社２社がＲａａＳ事業、リーグル株式会社がセールスアウトソ

ーシング事業を展開しております。

本 社 東京都港区

ＲＰＡテクノロジー
ズ 株 式 会 社

本社（東京都港区）

株式会社セグメント 本社（東京都港区）

株式会社ディレクト 本社（東京都港区）

オープンアソシエイ
ツ 株 式 会 社

本社（東京都港区）

リーグル株式会社 本社（東京都港区）

(6) 主要な営業所（2023年２月28日現在）

①　当社

②　子会社
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事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

ロボットアウトソーシング
事 業

70（６）名 12名増（７名減）

ロボットトランスフォーメ
ー シ ョ ン 事 業

28（12） ２名増（１名増）

R a a S 事 業 18（１） ３名増（１名増）

そ の 他 19（23） ８名減（８名減）

合 計 135（42） ９名増（13名減）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

11（２）名 ４名減（２名増） 40.1歳 5.8年

(7) 使用人の状況（2023年２月28日現在）

①　企業集団の使用人の状況

（注） 使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ

外から当社グループへの出向者を含む。）であり、パート及び嘱託社員は（　）

内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

（注） 使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者

を含む。）であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記

載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,214,843千円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,000,000

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 25,300

(8) 主要な借入先の状況（2023年２月28日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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①　発行可能株式総数 187,600,000株

②　発行済株式の総数 61,995,000株

③　株主数 12,284名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

髙 橋 知 道 23,700,000株 39.13％

大 角 暢 之 6,120,000 10.10

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ）

3,037,400 5.01

ソ フ ト バ ン ク 株 式 会 社 2,300,000 3.80

石 井 岳 之 1,845,000 3.05

松 井 哲 史 1,637,570 2.70

西 木 　 隆 1,351,135 2.23

S I X 　 S I S 　 L T D .

常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行
1,218,000 2.01

ＵＢＳ  ＡＧ  ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ

常 任 代 理 人 シ テ ィ バ ン ク

エ ヌ ・ エ イ 東 京 支 店

800,000 1.32

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 794,300 1.31

株 式 数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 7,570株 1名

社外取締役 8,325株 5名

２．会社の現況

(1) 株式の状況（2023年２月28日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）１．当社は、自己株式を1,428,405株保有しておりますが、上記大株主からは除外し

ております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）　当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告23頁「２．(2)④　会社役

員に対する報酬等」に記載しております。

⑥　その他株式に関する重要な事項

　　新株予約権の行使

　第２回新株予約権の行使により、発行済株式の総数は65,000株増加し

ております。
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会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 髙 橋 知 道

㈱セグメント取締役、ＲＰＡテ
クノロジーズ㈱取締役、オープ
ンアソシエイツ㈱代表取締役執
行役員社長

取 締 役 大 角 暢 之
ＲＰＡテクノロジーズ㈱代表取
締役執行役員社長、一般社団法
人日本RPA協会代表理事

取 締 役 松 井 哲 史 経営管理部管掌

取 締 役 西 木 　 隆
㈱ベクトル取締役、ＲＰＡテク
ノロジーズ㈱取締役、㈱セグメ
ント取締役

取 締 役
（常勤・監査等委員）

増 田 吉 彦

増田吉彦公認会計士事務所代
表、ＲＰＡテクノロジーズ㈱監
査役、㈱セグメント監査役、オ
ープンアソシエイツ㈱監査役、
リ ー グ ル ㈱ 監 査 役 、Green 
Earth Institute㈱監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

永 井 栄 一
ケイネックス法律事務所パート
ナー

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

髙 橋 秀 明 学校法人津田塾大学評議員

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

横 山 美 帆

清水謙法律事務所代表弁護士、
㈱ディア・ライフ取締役、㈱イ
ンフォネット監査役、㈱スター
フライヤー取締役、㈱日本パワ
ーファスニング取締役

(2) 会社役員の状況

①　取締役の状況（2023年２月28日現在）

（注）１. 取締役西木隆氏、増田吉彦氏、永井栄一氏、髙橋秀明氏及び横山美帆氏は、社

外取締役であります。

２. 取締役増田吉彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する

相当程度の知識を有しております。

３. 取締役永井栄一氏及び横山美帆氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及

び法律に関する相当程度の知見を有しております。

４. 当社は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情

報収集や監査の実効性を高めることを目的として、常勤の監査等委員を置いて

おります。

５. 当社は、取締役西木隆氏、増田吉彦氏、永井栄一氏、髙橋秀明氏及び横山美帆

氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出

ております。

６．2022年５月27日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等

委員）羽入敏祐氏は任期満了により退任いたしました。

７．2022年５月27日開催の第23回定時株主総会において、横山美帆氏は新たに取締

役（監査等委員）に選任され就任いたしました。
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区 分
報 酬 等
の 総 額

報酬等の種類別の総額

員 数
固定報酬

業績連
動報酬
等

譲渡制限付
株式報酬

左記のう
ち、非金銭
報酬等

取締役（監
査等委員を
除 く ）
（うち社外
取 締 役 ）

90,462千円
（3,582）

88,530千円
（3,330）

－千円
（－）

1,932千円
（252）

1,932千円
（252）

４名
（１）

取締役（監
査等委員）
（うち社外
取 締 役 ）

22,086
（22,086）

20,490
（20,490）

－
（－）

1,596
（1,596）

1,596
（1,596）

５
（５）

合 計
（うち社外
役 員 ）

112,548
（25,668）

109,020
（23,820）

－
（－）

3,528
（1,848）

3,528
（1,848）

９
（６）

②　責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契

約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約

を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は

当社及び当社子会社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担

しておりません。当該保険契約により被保険者が役員としての地位に基づ

いて行った行為に起因して法律上の賠償責任を負担した場合に、被保険者

が被る損害を補填することとしております。但し、被保険者の職務の執行

の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認

識して行った行為に起因する損害等の場合には補填の対象としないことと

しております。

④　会社役員に対する報酬等

イ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．上表には2022年５月27日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって退任した

取締役１名（うち社外取締役１名）を含んでおります。

２．上記の譲渡制限付株式報酬に係る報酬等の総額には、当事業年度における費用

計上額を記載しております。
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区 分 報酬区分
株主総会の決議

年 月 日
決 議 の 内 容

当該決議の定

めに係る役員

の 員 数

取 締 役

（監査等

委員を除

く）

基本報酬

2018年５月30日

開催の第19回定

時株主総会

取締役（監査等委員を

除く。）の報酬等の額

として年額120百万円

以内（但し、使用人分

給与は含まない。）

取締役（監査等

委員を除く。）

の員数は３名

株式報酬

2022年５月27日

開催の第23回定

時株主総会

取締役（監査等委員を

除く。）の譲渡制限付

株式に関する報酬等の

額として年額24百万円

以内（年40,000株以

内）

取締役（監査等

委員を除く。）

の員数は４名

取 締 役

（監査等

委員）

基本報酬

2018年５月30日

開催の第19回定

時株主総会

取締役（監査等委員）

の報酬等の額として年

額50百万円以内

取締役（監査等

委員）の員数は

５名

株式報酬

2022年５月27日

開催の第23回定

時株主総会

取締役（監査等委員）

の譲渡制限付株式に関

する報酬等の額として

年額10百万円以内（年

15,000株以内）

取締役（監査等

委員）の員数は

４名

ロ．取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

ハ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は2022年５月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報

酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に

際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、

答申を受けております。

a．役員報酬の基本方針

　当社は、「知恵とテクノロジーで新しい事業を創造し、個性が輝く楽

しい時代に進化する」を企業ミッションと定め、人とロボットが協調

して働く社会の実現により、生産労働人口不足の解消や、労働生産性

の向上、単純労働からの解放など、日本の社会課題の解決を目指して

おります。

　当社の報酬制度は、企業ミッションの実現を促す制度と位置付けて

－ 24 －



おり、取締役に中長期的な成長を動機付ける設計とし、個々の取締役

の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とし、株主や

従業員をはじめとしたステークホルダーから見て客観性・透明性のあ

るプロセスとすることを基本方針としております。

　この基本方針に基づいて、市場の優秀な人材を引きつけることが可

能な競争力のある水準とし、個々の取締役の報酬は、会社全体の業

績、個々人の役割や業績への貢献度、当社の基本理念の体現度合を反

映し、メリハリのある報酬制度とすることを目指しております。ま

た、企業価値創造への意識向上及び株主の皆様との利益共有化を図る

ことを目的として、株式報酬制度を導入しております。

　なお、当社創業者で大株主でもある髙橋代表取締役及び大角取締役

の報酬については、固定報酬のみ支給する方針としております。

ｂ．報酬水準の考え方

　取締役の報酬水準については、業界水準に対して競争力のある水準

とするため、デロイトトーマツコンサルティング合同会社による役員

報酬サーベイ2021における同規模の時価総額企業群（東証一部上場・

時価総額100億円以上500億円未満）の上位25%-中央値の報酬水準を考

慮して設定しております。

ｃ．報酬構成の概要

　取締役の報酬は、固定報酬並びに変動報酬にて構成しております。

取締役の変動報酬は、株価に応じて支給額が変動する報酬としており

ます。

　社外取締役及び監査等委員の報酬については、経営に対する独立性

確保の観点より、業績に左右されない報酬体系を前提として、取締役

と同様の報酬体系としております。

（固定報酬）

　固定報酬は、各役員の役割、責任に応じた対価とし、職責に応じた

職務遂行を促すことを目的とした報酬としております。

（変動報酬：譲渡制限付株式報酬）

　役員に対して支給する変動報酬は、各役員の役割、責任に応じた対

価とし、職責に応じた職務遂行を促すとともに、企業価値創造への意
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識向上及び株主の皆様との利益共有化を図り、株価に応じて支給額が

変動する譲渡制限付株式報酬としております。株式の交付時は、報酬

総額の10％に相当する株式数を交付し、譲渡制限が解除（原則とし

て、役員退任時）されるまでに株価の変動によって、各役員の最終的

な報酬額が確定する報酬設計となっており、当社グループの持続的な

成長と中長期的な株価向上に資することを促すこととしております。

ニ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当社は、報酬諮問委員会を設置しており、報酬諮問委員会では、当該

事業年度に係る報酬制度および報酬水準等について審議を行い、独立社

外取締役である委員から助言、提言を得ることとしております。報酬諮

問委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を社外取締役

とすることにより、独立性を担保しております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個々の報酬額について

は、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、株主総会で決定された取締役の報

酬限度額の範囲内で、取締役会で決定しております。監査等委員の個々

の報酬額については、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監

査等委員の協議により決定しております。

　当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締

役会の活動は、2022年５月27日開催の取締役会において、報酬諮問委員

会の答申を踏まえ、個々の取締役の報酬額を決定しております。このほ

か、社外からの客観的視点及び役員報酬制度に関する専門的知見を導入

するため、外部の報酬コンサルタントを起用し、その支援を受け、外部

データ、経済環境、業界動向、経営状況及び企業文化等を考慮し、報酬

水準及び報酬制度等について検討しております。

⑤　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役西木隆氏は、株式会社ベクトルの非常勤役員に就任してお

ります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）増田吉彦氏は、増田吉彦公認会計士事務所

の代表であり、またGreen Earth Institute株式会社の非常勤役員に

就任しております。当社と各兼職先との間には特別の関係はありませ

ん。

・社外取締役（監査等委員）永井栄一氏は、ケイネックス法律事務所パ

ートナーであります。当社と兼職先との間には特別の関係はありませ
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出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に 期 待
さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

社外取締役

西木　隆

当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回に出席してお

ります。経営者及び投資家としての経営や投資の分野における

豊富な経験から、取締役会では社外取締役として当社の経営に

対する監督・助言や議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、

当社の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割

を果たしております。また、報酬諮問委員会の委員として、客

観的・中立的立場で役員報酬等の決定過程における監督機能を

担っております。

社外取締役

（監査等委員）

増田　吉彦

当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回、監査等委員

会13回のうち13回に出席し、公認会計士としての専門的見地を

活かし、社外取締役として当社の経営に対する監督・助言や議

案審議等に必要な発言を適宜行うなど、当社の意思決定の妥当

性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確

保するための発言を行っており、監査等委員会において、委員

長として監査の状況、内部統制システム並びに内部監査につい

て適宜、必要な発言を行っております。また、報酬諮問委員会

の委員長として、客観的・中立的立場で役員報酬等の決定過程

における監督機能を担っております。

ん。

・社外取締役（監査等委員）髙橋秀明氏は、学校法人津田塾大学評議員

であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）横山美帆氏は、清水謙法律事務所の代表弁

護士であり、また株式会社ディア・ライフ、株式会社インフォネッ

ト、株式会社スターフライヤー、株式会社日本パワーファスニングの

非常勤役員に就任しております。当社と兼職先との間には特別の関係

はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に 期 待
さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

社外取締役

（監査等委員）

永井　栄一

当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回、監査等委員

会13回のうち13回に出席し、弁護士としての専門的見地から、

社外取締役として当社の経営に対する監督・助言や議案審議等

に必要な発言を適宜行うなど、当社の意思決定の妥当性・適正

性を確保するための適切な役割を果たしております。取締役会

において、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するた

めの発言を行っており、監査等委員会において、当社のコンプ

ライアンス体制や内部統制システム並びに内部監査について適

宜、必要な発言を行っております。

社外取締役

（監査等委員）

髙橋　秀明

当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回、監査等委員

会13回のうち13回に出席し、経営者としての豊富な経験から、

社外取締役として当社の経営に対する監督・助言や議案審議等

に必要な発言を適宜行うなど、当社の意思決定の妥当性・適正

性を確保するための適切な役割を果たしております。取締役会

において、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するた

めの発言を行っており、監査等委員会において、当社のコンプ

ライアンス体制や内部統制システム並びに内部監査について適

宜、必要な発言を行っております。

社外取締役

（監査等委員）

横山　美帆

2022年５月27日就任以降、当事業年度に開催された取締役会15

回のうち15回、監査等委員会10回のうち10回に出席し、弁護士

としての専門的見地から、社外取締役として当社の経営に対す

る監督・助言や議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、当社

の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果

たしております。取締役会において、取締役会の意思決定の妥

当性・適切性を確保するための発言を行っており、監査等委員

会において、当社のコンプライアンス体制や内部統制システム

並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 44,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

44,000

(3) 会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額

－ 28 －



（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び

報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った

うえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不

再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め

る項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会

計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委

員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任

した旨と解任の理由を報告いたします。

３．会社の支配に関する基本方針

　当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指

し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと

考えております。

　現時点では特別な買収防衛策は導入しておりませんが、今後も引き続き社会

情勢等の変化を注視しつつ柔軟に検討を行って参ります。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 14,078,295 流 動 負 債 5,363,781

現 金 及 び 預 金 11,213,927 買 掛 金 1,885,011

売 掛 金 2,443,758 短 期 借 入 金 1,500,000

仕 掛 品 13,720
一年内償還予定の
社 債

424,000

前 払 費 用 180,812
一年内返済予定の
長 期 借 入 金

279,296

そ の 他 226,076 未 払 金 227,619

未 払 法 人 税 等 154,083

賞 与 引 当 金 89,700

そ の 他 804,070

固 定 資 産 4,389,273 固 定 負 債 1,588,847

有 形 固 定 資 産 108,418 社 債 1,128,000

建 物 42,317 長 期 借 入 金 460,847

工具、器具及び備品 66,101 負 債 合 計 6,952,628

（純資産の部）

無 形 固 定 資 産 996,514 株 主 資 本 11,473,530

の れ ん 363,222 資 本 金 5,902,391

ソ フ ト ウ エ ア 487,415 資 本 剰 余 金 6,038,918

ソフトウエア仮勘定 145,803 利 益 剰 余 金 31,870

そ の 他 72 自 己 株 式 △499,650

その他の包括利益
累 計 額

18,816

投資その他の資産 3,284,340
その他有価証券
評 価 差 額 金

18,816

投 資 有 価 証 券 2,886,933 新 株 予 約 権 5,263

敷 金 211,886 非 支 配 株 主 持 分 17,330

繰 延 税 金 資 産 185,520

純 資 産 合 計 11,514,940

資 産 合 計 18,467,569 負 債 純 資 産 合 計 18,467,569

連 結 貸 借 対 照 表

（2023年２月28日現在）
（単位：千円）

　(注) 記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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( 2022年３月１日から
2023年２月28日まで )

科 目 金 額

売 上 高 5,957,823

売 上 原 価 2,268,622

売 上 総 利 益 3,689,200

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,383,351

営 業 利 益 305,849

営 業 外 収 益

受 取 利 息 122

為 替 差 益 1,214

投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,205

そ の 他 1,068 5,611

営 業 外 費 用

支 払 利 息 17,514

支 払 手 数 料 2,332

投 資 事 業 組 合 運 用 損 65,084

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 122,496

社 債 発 行 費 12,264

そ の 他 11,164 230,857

経 常 利 益 80,603

特 別 利 益

持 分 変 動 利 益 466,460 466,460

特 別 損 失

減 損 損 失 132,462

投 資 有 価 証 券 評 価 損 49,999 182,462

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 364,601

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 192,775

法 人 税 等 調 整 額 100,699 293,475

当 期 純 利 益 71,126

非支配株主に帰属する当期純利益 6,607

親会社株主に帰属する当期純利益 64,519

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

　(注) 記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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( 2022年３月１日から
2023年２月28日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本
剰 余 金

利益剰余金 自 己 株 式
株 主
資 本
合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 5,900,441 6,036,560 12,840 △321,260 11,628,582

会計方針の変更による累積的
影 響 額

△45,488 △45,488

会計方針の変更を反映した
当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高

5,900,441 6,036,560 △32,648 △321,260 11,583,093

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行
（ 新 株 予 約 権 の 行 使 ）

1,950 1,950 3,900

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

64,519 64,519

自 己 株 式 の 取 得 △183,936 △183,936

自 己 株 式 の 処 分 △508 5,547 5,038

連結子会社株式の取得による持分の増減 916 916

株主資本以外の項目の当連結会計年度
変 動 額 ( 純 額 )

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
合 計

1,950 2,357 64,519 △178,389 △109,562

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 5,902,391 6,038,918 31,870 △499,650 11,473,530

連結株主資本等変動計算書
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（単位：千円）

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株
予 約 権

非 支 配
株主持分

純資産合計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 － － 5,263 12,129 11,645,974

会計方針の変更による累積的
影 響 額

△45,488

会計方針の変更を反映した
当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高

－ － 5,263 12,129 11,600,485

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行
（ 新 株 予 約 権 の 行 使 ）

3,900

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

64,519

自 己 株 式 の 取 得 △183,936

自 己 株 式 の 処 分 5,038

連結子会社株式の取得による持分の増減 916

株主資本以外の項目の当連結会計年度
変 動 額 ( 純 額 )

18,816 18,816 － 5,201 24,017

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
合 計

18,816 18,816 － 5,201 △85,545

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 18,816 18,816 5,263 17,330 11,514,940

　(注) 記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 11,408,669 流 動 負 債 2,350,706

現 金 及 び 預 金 8,693,964 短 期 借 入 金 1,500,000

営 業 未 収 入 金 96,885
一年内償還予定の
社 債

424,000

前 払 費 用 48,829
一年内返済予定の
長 期 借 入 金

257,300

未 収 入 金 73,601 未 払 金 85,533

関係会社短期貸付金 3,810,000 未 払 費 用 22,217

そ の 他 70,101 未 払 法 人 税 等 34,347

貸 倒 引 当 金 △1,384,713 未 払 消 費 税 等 8,114

預 り 金 6,148

賞 与 引 当 金 13,045

固 定 資 産 3,861,359 固 定 負 債 1,554,000

有 形 固 定 資 産 105,484 社 債 1,128,000

建 物 42,317 長 期 借 入 金 426,000

工具、器具及び備品 63,167 負 債 合 計 3,904,706

（純資産の部）

無 形 固 定 資 産 7,545 株 主 資 本 11,341,242

ソ フ ト ウ エ ア 7,473 資 本 金 5,902,391

電 話 加 入 権 72 資 本 剰 余 金 6,038,001

資 本 準 備 金 20,595

投資その他の資産 3,748,328 その他資本剰余金 6,017,406

関 係 会 社 株 式 1,166,605 利 益 剰 余 金 △99,500

投 資 有 価 証 券 2,341,713 利 益 準 備 金 7,500

敷 金 207,484 その他利益剰余金 △107,000

繰 延 税 金 資 産 32,525 繰越利益剰余金 △107,000

自 己 株 式 △499,650

評価・換算差額等 18,816

その他有価証券
評 価 差 額 金

18,816

新 株 予 約 権 5,263

純 資 産 合 計 11,365,322

資 産 合 計 15,270,028 負 債 純 資 産 合 計 15,270,028

貸　借　対　照　表

（2023年２月28日現在）
（単位：千円）

　(注) 記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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( 2022年３月１日から
2023年２月28日まで )

科 目 金 額

営 業 収 益 1,341,936

営 業 費 用 958,871

営 業 利 益 383,064

営 業 外 収 益

受 取 利 息 72,131

為 替 差 益 1,522

投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,205

そ の 他 115 76,975

営 業 外 費 用

支 払 利 息 16,843

支 払 手 数 料 2,302

社 債 発 行 費 12,264

投 資 事 業 組 合 運 用 損 65,084

そ の 他 4,502 100,997

経 常 利 益 359,042

特 別 利 益

子 会 社 清 算 益 18,316 18,316

特 別 損 失

債 権 放 棄 損 30,000

関 係 会 社 株 式 評 価 損 41,481

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 417,379 488,861

税 引 前 当 期 純 損 失 △111,502

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 11,298

法 人 税 等 調 整 額 △10,729 568

当 期 純 損 失 △112,070

損　益　計　算　書

（単位：千円）

　(注) 記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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( 2022年３月１日から
2023年２月28日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資 本

準備金
そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

利 益
準備金

そ　の　他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 5,900,441 18,645 6,017,915 6,036,560 7,500 5,070 12,570 △321,260 11,628,312

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

1,950 1,950 1,950 3,900

当 期 純 損 失 △112,070 △112,070 △112,070

自 己 株 式 の 取 得 △183,936 △183,936

自 己 株 式 の 処 分 △508 △508 5,547 5,038

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当期変動額合計 1,950 1,950 △508 1,441 － △112,070 △112,070 △178,389 △287,069

当 期 末 残 高 5,902,391 20,595 6,017,406 6,038,001 7,500 △107,000 △99,500 △499,650 11,341,242

株主資本等変動計算書
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（単位：千円）

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 － － 5,263 11,633,575

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

3,900

当 期 純 損 失 △112,070

自 己 株 式 の 取 得 △183,936

自 己 株 式 の 処 分 5,038

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

18,816 18,816 － 18,816

当期変動額合計 18,816 18,816 － △268,253

当 期 末 残 高 18,816 18,816 5,263 11,365,322

　(注) 記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 髙 尾 英 明

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 野 尻 健 一

独立監査人の監査報告書

2023年４月19日
ＲＰＡホールディングス株式会社

取締役会　御中

　　　 有限責任 あずさ監査法人
　　　　　東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＲＰＡホールディングス株
式会社の2022年３月１日から2023年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、ＲＰＡホールディングス株式会社及び連結子会社から
なる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査にお
ける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その
他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の
記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ
ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通
読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で
得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判
断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書
類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に
不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監
査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連
結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を
実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人

の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立

案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ

た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記

事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求

められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算

書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正

に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す

る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指

示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負

う。
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　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられ
る事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 髙 尾 英 明

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 野 尻 健 一

独立監査人の監査報告書

2023年４月19日
ＲＰＡホールディングス株式会社

取締役会　御中

　　　 有限責任 あずさ監査法人
　　　　　東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＲＰＡホールディングス株
式会社の2022年３月１日から2023年２月28日までの第24期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の
記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容
の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断し
た場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成

することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を

開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行

を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に

おいて独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意

思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過

程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す

る。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人

の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案

するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ

た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事

象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前

提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が

適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将

来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等

の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示

しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求
められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、
及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につい
て報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2022年３月１日から2023年２月28日までの第24期事業
年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び
結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事
項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部

統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査しま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けま
した。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認
めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

2023年４月20日

ＲＰＡホールディングス株式会社　監査等委員会

監査等委員（常勤） 増 田 吉 彦 ㊞

監 査 等 委 員 永 井 栄 一 ㊞

監 査 等 委 員 髙 橋 秀 明 ㊞

監 査 等 委 員 横 山 美 帆 ㊞
　(注）監査等委員増田吉彦、永井栄一、髙橋秀明及び横山美帆は、会社法

第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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候補者
番　号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１

たか

髙
 

　
はし

橋
 

　
とも

知
 

　
みち

道

(1970年６月９日)

1993年６月 アンダーセンコンサルティング
（現アクセンチュア株式会社）入
社

1996年11月 ソフトバンク株式会社（現ソフト
バンクグループ株式会社）入社

2000年４月 当社設立、代表取締役就任（現
任）

2005年５月 株式会社ベクトル取締役就任
2008年12月 リーグル株式会社取締役就任
2012年11月 株式会社セグメント取締役就任

（現任）
2013年７月 ビズロボジャパン株式会社（現Ｒ

ＰＡテクノロジーズ株式会社）取
締役

2013年８月 維酷公共関係諮問（上海）有限公
司監事就任

2013年９月 株式会社アドベンチャー取締役就
任

2016年１月 オープンアソシエイツ株式会社取
締役就任

2019年５月 オープンアソシエイツ株式会社代
表取締役執行役員社長就任（現
任）

23,700,000株

株主総会参考書類

議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員
（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役会の監督と執行
のあり方、取締役候補者の選任基準等を確認し、検討を行いました。その結果、
各候補者の当該事業年度における業務執行状況及び業績等を勘案し、すべての候
補者について適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

２

おお

大
 

　
すみ

角
 

　
のぶ

暢
 

　
ゆき

之

(1970年12月９日)

1995年６月 アンダーセンコンサルティング
（現アクセンチュア株式会社）入
社

1999年10月 ソフトバンク株式会社（現ソフト
バンクグループ株式会社）入社

2000年４月 当社設立、取締役就任（現任）
2013年７月 ビズロボジャパン株式会社（現Ｒ

ＰＡテクノロジーズ株式会社）代
表取締役社長就任

2016年８月 一般社団法人日本RPA協会代表理事
就任（現任）

2017年２月 ＲＰＡエンジニアリング株式会社
監査役就任

2019年５月 ＲＰＡテクノロジーズ株式会社代
表取締役執行役員社長就任（現
任）

6,120,000株

３

まつ

松
 

　
い

井
 

　
さと

哲
 

　
し

史

(1979年６月18日)

2004年４月 当社入社
2014年11月 当社、ビズロボジャパン株式会社

（現ＲＰＡテクノロジーズ株式会
社）、株式会社セグメント、リー
グル株式会社監査役就任

2015年11月 当社取締役就任（現任）

1,637,570株
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候補者
番　号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

４

にし

西
 

　
き

木
 

　
 

　
 

　
たかし

隆

(1968年４月８日)

1993年４月 三井不動産株式会社入社
2000年10月 クレディスイスファーストボスト

ン証券（現クレディスイス証券株
式会社）東京支社入社

2001年９月 Colony Capital Asia Pacific 
Pte.Ltd.東京支店入社、COO就任

2003年９月 ラウンドヒル・キャピタルパート
ナーズ株式会社代表取締役就任

2007年11月 プルデンシャル・リアルエステー
ト・インベスターズ・ジャパン株
式会社代表取締役就任

2010年10月 カーバル・インベスターズ・ピー
ティーイー・リミテッド東京支店
入社、日本代表就任

2014年１月 Stream Capital Partners Japan株
式会社設立、代表取締役就任

2014年９月 株式会社アドベンチャー監査役就
任

2015年５月 株式会社ベクトル取締役就任（現
任）

2015年11月 当社監査役就任
ビズロボジャパン株式会社（現Ｒ
ＰＡテクノロジーズ株式会社）、
株式会社セグメント、リーグル株
式会社監査役就任

2016年１月 オープンアソシエイツ株式会社監
査役就任

2016年12月 株式会社オークファン取締役就任
2018年５月 当社取締役（監査等委員）就任
2020年５月 当社取締役就任（現任）

ＲＰＡテクノロジーズ株式会社、
株式会社セグメント取締役就任

1,351,135株

－ 47 －



氏名 役割
社外

独立

スキル

企業経営

経営戦略

テクノロジー

DX
M&A 財務会計

法務リスク

マネジメント

人事

人材育成
国際性

アントレプ

レナーシップ

髙橋　知道 代表取締役 ● ● ● ● ● ● ●

大角　暢之 取締役 ● ● ● ●

松井　哲史 取締役 ● ● ● ● ●

西木　　隆 取締役 ● ● ● ● ● ● ● ●

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 西木隆氏は、社外取締役候補者であります。
３. 西木隆氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は当社の業務へ精通してお

り、経営者及び投資家としての豊富な経験と幅広い見識を客観的かつ中立の立
場で当社の経営に反映していただけるものと考えたためであります。

４. 西木隆氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期
間は、本総会終結の時をもって５年となります。

５. 当社は、西木隆氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とし
ており、同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定でありま
す。

６. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険
会社との間で締結しており、当社取締役を含む被保険者がその地位に基づいて
行った行為に起因して法律上の賠償責任を負担した場合に被保険者が被る損害
を当該保険契約により填補することとしております。各候補者の再任が承認さ
れた場合は、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなりま
す。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

７. 当社は、西木隆氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお
ります。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とす
る予定であります。

【ご参考】各候補者のスキルマトリックス
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